
（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 千円

（歳出）　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 市債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

その他

子ども医療費助成に要する経費
（子ども医療費助成金）

433,000 123,633 0 15,000 90,396 203,971

児童手当に要する経費
（児童手当）

2,120,000 1,922,914 0 0 60,523 136,563

施設型給付に要する経費
（管内民間保育所運営委託）

1,162,639 802,082 0 109,405 77,126 174,026

生活保護に要する経費
（生活保護費）

2,890,300 2,203,992 0 0 210,757 475,551

小　計 6,605,939 5,052,621 0 124,405 438,802 990,111

国民健康保険特別会計繰出金
（国民健康保険特別会計繰出金）

837,203 348,504 200 0 150,012 338,487

介護保険特別会計繰出金
（介護保険特別会計繰出金）

1,700,920 97,053 12,500 4,863 487,196 1,099,308

後期高齢者医療費負担金に要する経費
（療養給付費負担金）

1,251,196 0 0 0 384,227 866,969

小　計 3,789,319 445,557 12,700 4,863 1,021,435 2,304,764

予防接種に要する経費
（各種予防接種）

456,473 1,096 0 59,461 121,581 274,335

小　計 456,473 1,096 0 59,461 121,581 274,335

10,851,731 5,499,274 12,700 188,729 1,581,818 3,569,210

令和８年度当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）
が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

　消費税率は、平成26年4月1日に5％から8％、令和元年10月1日に8％から10％に引上げられました。消費税率
引上げの趣旨は、今後も増加が見込まれる「社会保障４経費」の財源確保にあることから、増収分について
は、その使途を明確にし、全額を「社会保障４経費」「社会保障施策に要する経費」に充てる旨が地方税法に
明記されました。
　これを踏まえ、鎌ケ谷市では、地方消費税交付金（社会保障財源化分）について、次のとおり充当すること
としています。

※「社会保障４経費」とは、
　制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費
※「社会保障施策に要する経費」とは、
①社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉など）
②社会保険（国民健康保険、介護保険、年金など）
③保健衛生（医療費に係る施策、感染症その他の疾病予防対策、健康増進対策など）

1,581,818

10,851,731

事業名
令和８年度
当初予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険

保健衛生

合　計


